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10かしはら市議会だより

に
取
り
組
む
こ
と
で
、
教
員
が
授

業
に
専
念
で
き
る
体
制
を
目
指
す

も
の
で
、
平
成
26
年
７
月
か
ら
中

央
教
育
審
議
会
で
検
討
さ
れ
て
き

た
事
業
で
あ
る
。

学
校
の
先
生
の
業
務
の
中
で
、

書
類
作
成
業
務
が
非
常
に
多
い
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
事
務
職
員
の

体
制
や
増
員
の
方
向
性
は
。

小
中
学
校
に
は
県
費
の
事
務

職
員
が
お
り
、
中
学
校
に
は
市
費

の
事
務
職
員
も
追
加
配
属
し
て
い

る
。
増
員
に
つ
い
て
市
独
自
で
設

置
す
る
の
は
厳
し
い
状
況
で
あ
り
、

県
等
に
人
員
配
置
の
要
望
は
何
回

も
行
な
っ
て
い
る
。

チ
ー
ム
学
校
に
つ
い
て
は
画

一
的
で
は
な
く
市
の
独
自
性
が
求

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
あ

る
制
度
を
使
っ
て
何
が
で
き
る
か

に
つ
い
て
１
年
間
話
を
し
て
き
た

が
、
そ
の
成
果
は
。

文
部
科
学
省
が
今
年
１
月
に

「
次
世
代
の
学
校
・
地
域
」
創
生

プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
全
て
の
公
立

学
校
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー

ル
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
取
り
組

み
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
県
は
、
県
独
自
に
「
学
校
・
地

域
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
」
を

行
っ
て
い
る
。
学
校
と
保
護
者
、

地
域
が
協
働
す
る
こ
と
で
学
校
を

ベ
ー
ス
と
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
再
構
築
し
、
地
域
の
教
育
力

の
向
上
を
図
る
事
業
で
あ
り
、
本

市
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
化
へ
の
移
行

に
つ
い
て
は
、
実
際
に
汗
し
て
動

く
人
材
が
必
要
だ
が
現
状
は
ま
だ

少
な
い
。
教
育
委
員
会
と
し
て
は

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
化
を

視
野
に
入
れ
つ
つ
、
ま
ず
は
地
域

の
理
解
者
を
増
や
す
よ
う
努
め
た

い
。
今
後
の
方
向
性
を
見
定
め
る

た
め
、
各
学
校
を
訪
問
し
て
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
の
運
用
実
態

の
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
る
。

家
計
の
収
入
が
少
な
い
た
め

に
塾
等
に
行
け
ず
、
学
校
だ
け
で

は
理
解
で
き
な
い
な
ど
の
所
得
格

差
に
よ
る
教
育
格
差
の
問
題
へ
の

対
応
は
。

子
ど
も
た
ち
に
学
習
の
場
を

提
供
し
、
学
習
支
援
、
学
力
向
上
、

高
校
以
上
へ
の
進
学
促
進
、
高
校

退
学
防
止
及
び
将
来
的
な
自
立
、

あ
わ
せ
て
居
場
所
を
提
供
す
る
こ

と
で
社
会
性
及
び
協
調
性
を
育
む

も
の
と
し
て
、
毎
週
土
曜
日
午
前

中
に
中
央
公
民
館
で
退
職
校
園
長

会
に
よ
る
「
か
し
は
ら
校
外
塾
」

を
実
施
し
て
い
る
。
現
在
登
録
者

は
90
名
、
１
回
平
均
約
31
名
が
学

習
に
励
ん
で
い
る
。

小
中
一
貫
教
育
に
つ
い
て
、

国
で
は
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
、

ど
の
よ
う
に
推
進
し
て
い
る
か
。

小
中
一
貫
教
育
と
は
、
小
学

校
と
中
学
校
が
教
育
目
標
や
目
指

す
子
ど
も
像
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

と
も
に
つ
く
り
上
げ
、
そ
の
達
成

に
向
け
て
小
学
校
・
中
学
校
９
年

間
を
通
し
て
系
統
的
な
活
動
の
展

開
を
要
す
る
教
育
の
こ
と
で
あ
る
。

２
つ
の
類
型
が
あ
り
、
１
つ
は
、

１
人
の
校
長
、
１
つ
の
教
職
員
組

織
と
し
て
設
置
す
る
「
義
務
教
育

学
校
」
で
あ
り
、
も
う
１
つ
は
、

現
存
の
小
学
校
・
中
学
校
は
そ
の

ま
ま
に
し
な
が
ら
、
共
通
の
教
育

目
標
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
設
定
す

る
「
併
設
型
小
学
校
・
中
学
校
」

で
あ
る
。
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
、
理
科

教
育
の
充
実
、
小
学
校
高
学
年
へ

の
外
国
語
活
動
の
導
入
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
現
在
の
課
題
を
解
消
す

る
た
め
の
体
制
と
な
っ
て
い
る
。

一般質問
田
中
か
ず
と
も

（
新
星
橿
原
）

契
約
・
入
札
制
度

本
市
の
建
設
業
の
指
名
業
者

数
の
推
移
は
。

平
成
24
年
度
１
４
９
業
者
、

25
年
度
１
５
５
業
者
、
26
年
度
１

５
８
業
者
、
27
年
度
１
５
８
業
者
、

28
年
度
１
５
５
業
者
で
、
ほ
ぼ
横

ば
い
の
状
況
で
あ
る
。

本
市
に
お
け
る
保
険
未
加
入

の
確
認
方
法
は
。

建
設
工
事
競
争
入
札
参
加
資

格
審
査
の
申
請
要
件
で
、「
経
営

事
項
審
査
を
受
け
て
い
る
者
」
と

な
っ
て
お
り
、
経
営
規
模
等
評
価

結
果
通
知
書
の
社
会
保
険
加
入
状

況
の
記
載
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。

国
土
交
通
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
は
、
保
険
未
加
入
の
作
業
員

の
現
場
入
場
を
認
め
な
い
と
定
め

ら
れ
て
い
る
が
、
下
請
業
者
等
で

保
険
未
加
入
が
判
明
し
た
場
合
の

本
市
の
措
置
は
。

国
土
交
通
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
、
法
令
で
定
め
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
企
業
と
し
て
期
待
さ

れ
る
対
応
方
針
を
示
し
て
い
る
。

社
会
保
険
の
適
用
除
外
で
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
未
加
入
で
あ
る
建

設
企
業
は
、
社
会
保
険
に
関
す
る

法
令
を
遵
守
し
な
い
企
業
と
な
り
、

不
良
・
不
適
格
業
者
を
放
置
す
る

こ
と
は
、
建
設
業
の
健
全
な
発
達

を
阻
害
す
る
。
本
市
と
し
て
も
、

元
請
企
業
に
対
し
、
保
険
未
加
入

企
業
を
下
請
企
業
と
し
て
選
定
し

な
い
よ
う
に
関
係
団
体
に
も
協
力

し
て
も
ら
い
、
周
知
啓
発
し
た
い
。

市
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
、

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
と
き

に
社
会
保
険
加
入
に
関
し
て
の
資

料
の
提
出
を
求
め
て
い
る
県
内
自

治
体
も
あ
る
が
、
検
討
は
。

許
可
行
政
庁
で
あ
る
国
、
県

は
、
経
営
事
項
審
査
項
目
で
社
会

保
険
加
入
状
況
確
認
書
類
の
提
出

を
求
め
て
お
り
、
市
に
お
い
て
改

め
て
加
入
状
況
確
認
書
類
の
提
出

を
求
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

近
隣
市
町
村
の
今
後
の
動
向
も
踏

ま
え
、
本
市
の
建
設
工
事
競
争
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
時
に
、
建

設
工
事
業
者
の
事
務
負
担
の
な
い

よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が
講

じ
ら
れ
る
か
検
証
し
た
い
。

一
人
親
方
の
労
働
は
雇
用
か
、

請
負
か
。

労
働
者
、
事
業
者
に
該
当
す

る
か
は
、
労
働
の
実
態
に
よ
り
判

断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
保

険
等
の
法
律
の
適
用
も
、
仕
事
の

実
態
に
応
じ
て
労
働
者
か
請
負
人

か
判
断
さ
れ
る
。

一
人
親
方
の
保
険
加
入
の
問

題
に
関
し
て
、
本
市
は
ど
の
よ
う

に
確
認
し
て
い
る
の
か
。

社
会
保
険
の
加
入
は
法
令
上

の
義
務
で
あ
る
。
国
は
、
元
請
企

業
に
対
し
て
下
請
企
業
に
社
会
保

険
の
加
入
を
指
導
す
る
よ
う
求
め

て
い
る
。
県
も
入
札
参
加
資
格
申


